
 
 男鹿総合観光案内所（露店ｽﾍﾟｰｽ/ﾎｰﾙ等）利用の際の条件とルール 

 
（営業行為について） 
    □露天スペース・ホールを利用しての販売品目については、男鹿の物産販売を基本とし  

  ます。  
    その他、社会通念上不適と判断されるもの、品質の保証ができないもの、違法及びそ   

 の可能性のあるものは販売できません。 又、施設管理者が相応しくないと判断した    商品

及び行為も制限させて戴きます。  
 
    （例/偽ブランド品など法律で禁止されているもの、許可や届け出の必要なもの、品質   

  の保証が出来ないものは販売できません） 
        
      □ 郷土芸能・興業（歌謡ショー・民謡）などの有料公演で憩いの広場などを占有さ     

  れる行為については、お客様の支障のない範囲で許可します。 
         
（お申し込みブース数・面積について） 
    □ お一人又は１団体1ブースとする。最低面積を３㎡以上を基本とします。   
    尚、ブースが空いている場合については、複数のブースを利用できるものとします。 
（場所の選定） 
   □  出店場所については基本的に、管理者がランダムに決定させて戴きます。 
      出店場所についての出店者からの要望は一切受入出来ませんので、予めこ了承      

     願います。 
     □ 当日は、必ず「許可書」を指定の場所に掲出し指定された場所で出店してください。 
    当事者間の同意があった場合でも場所の変更は禁止いたします。やむを得ない場     

合は、管理者の許可を得て行ってください。 
（備品の貸し出しについて） 
    □ テント・イス・テーブルは、貸し出し用として準備していますが、数に限りがあります    

 ので、申し込み時に確認してください。 
         
  (駐車場の利用について） 
    □  出店者や関係者は、駐車場が狭いため関係者専用駐車場を利用してください。 
 
  （商品の搬入・撤去) 
    □ 案内所の営業は、朝9:00から営業開始となりますので、利用者の邪魔に成ら       

ないよう配慮し準備してください。 
  （出店者の義務と責任について） 
   □ 出店者は、出店の条件とルールを遵守することを義務とし、違反などした場合には 
    その責任を負うこととなります。又、職員の指示に従わなかったなど悪質な場合 
    は、今後の出店をお断りいたします。  



   □ グループ又は、共同で出店する場合は、利用責任者が申込者となり申請してくださ    

  い。又、事故などの責任は、全て利用責任者が責任者を負うことととなります。 
     □ 申込者が未成年者の方は出店できません。 但し、保護者の同意や承諾書を添付   

  出来る場合は除きます。 
   □  販売された商品が欠陥など出店者の落ち度により、購入者から苦情があった場合   

   は、当会はその購入者に申込者の連絡先を教えますので、利用責任者は誠意を以て     

対応してください。 
    □  利用責任者本人が必ず当日現場にいることを条件とします。 
    もし本人がやむを得ない事情により出られない場合は、利用責任者代理人を管理者に  

  届け出てください。 
    □  食品を扱う出店者については、食品衛生法に基づき保健所などの許可を必要と    

   し関係法令を遵守してください。 
    □ ブース以外での販売や指定された区域以外での、はみ出し販売行為は禁止と致し   

   ます。  
    □ 金額の多少に関わらず、販売した商品には必ず返品、交換できる旨の説明をして    

  ください。又、販売した当日に限っては極力返金に応じるようにしてください。 
     □ 出店者（利用責任者）は、売上を所定の用紙に記入し日々事務局に報告してくださ   

   い。 
         お客様からの苦情やトラブルが発生した場合も同様とします。 
   （キャンセル及び予約日の変更について） 
    □ 出店のキャンセルや予約日の変更が発生した場合は、必ず連絡してください。   
    キャンセルの場合、申し込み金は返却しませんのでご了承ください。 
        予約日の変更の場合は、申し込み金を充当させて戴きます。 
   （会場内での注意事項） 
    □  出店者と購入者とのお金のやり取りについては、事務局は一切関知しませんので   

   互いに責任を持って行ってください。 
    □ 火気等を取り扱う場合は、使用の際に十分注意し取り扱うこととし万一に備え       

消化器などを準備し防火対策を講じてください。 
  （違反をした場合の対応について） 
     □ 出店者及びその関係者がこのルール及びその他の規定にに違反した場合、又職員  

   の指示に従わなかった場合は、即刻退場してもらい今後一切の利用をお断りいたし 
     ます。 その際の利用料金は返金しません。 
   （その他） 
    □ 出店の際に必要な備品は、基本的に各自で準備してください。 
  □ 場所によっては、電気設備が不備の場所もありますので、必要な場合は発電機を準備 
        してください。 
    □ 水道は利用できますが、シンクなどの設備はありません。 
  □ 販売に伴って出たゴミは、出店者が必ず持ち帰ってください。 
  □ 食品衛生法の基準に従い衛生面では十分に注意してください。 
   


